
弁護士立会権・秘匿特権等の、被処分者の適正な防御権を確保する方策については、弁護士立会権・秘匿特権等の、被処分者の適正な防御権を確保する方策については、

中立的な検討の場において、平成２１年独占禁止法改正法に係る附帯決議を踏まえた検討中立的な検討の場において、平成２１年独占禁止法改正法に係る附帯決議を踏まえた検討

を行い、原則として、検討開始後１年以内に、結論を得ることとする。を行い、原則として、検討開始後１年以内に、結論を得ることとする。

公正取引委員会が行う行政調査手続における手続保障の在り方に関する検討について公正取引委員会が行う行政調査手続における手続保障の在り方に関する検討について

平成２１年独占禁止法改正法案に対する附帯決議平成２１年独占禁止法改正法案に対する附帯決議 （関係部分抜粋）（関係部分抜粋）
（衆議院経済産業委員会（（衆議院経済産業委員会（H21.4.24H21.4.24）、参議院経済産業委員会（）、参議院経済産業委員会（H21.6.2H21.6.2））））

最近の急激な経済情勢の変化に伴い、かつてなく中小企業者や下請事業者の利益が不当に害されるおそれが高

まっていることにかんがみ、市場における公正な競争秩序を確保するため、政府は、本法施行に当たり、次の諸点に

ついて適切な措置を講ずべきである。

（中略）

２． 公正取引委員会が行う審尋や任意の事情聴取等において、事業者側の十分な防御権の行使を可能とするため、

諸外国の事例を参考にしつつ、代理人の選任・立会い・供述調書の写しの交付等について、我が国における刑事

手続や他の行政手続との整合性を確保しつつ前向きに検討すること。

（参考）（参考）

平成２２年３月１０日平成２２年３月１０日 内閣府政策会議（公正取引委員会関係）内閣府政策会議（公正取引委員会関係） （参考２）（参考２）
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公正取引委員会による行政調査から処分の確定までの流れ公正取引委員会による行政調査から処分の確定までの流れ
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分者の権利又は利益を保護するための
行政争訟の手続段階

違反被疑事実について必要な情報を
収集し、事実を解明するための手続段階
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今般の独占禁止法改正が今般の独占禁止法改正が

対象とする領域対象とする領域

弁護士の選任・立会いは弁護士の選任・立会いは
法的に担保（改正法第法的に担保（改正法第5151条）条）
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